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新型コロナウイルス感染防止等に係る留意事項について 

 

 寒冷の候、保護者の皆様におかれましては日頃より、本校の教育活動につきまして、御理

解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

 さて、１月１３日に福岡県が新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言の

対象区域に追加され、新型コロナウイルス感染症への更なる対策が必要となっています。 

 ついては、以下の留意事項を厳守していただき、感染防止の徹底をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 登校前に自宅において健康状態（検温等）の確認を行い、健康観察の入力を朝８時まで

に行ってください。 

２ 生徒又はその同居家族に発熱等の風邪の症状がある場合には、登校を控えてください。

その際には、学校に連絡をお願いします。 

３ 新型コロナウイルス感染症が拡大している状況ですので、登校に際して不安がある場

合には、学校に御相談ください。 

４ マスクについては、感染防止の観点から原則として着用してください。また、公共交通

機関を利用する際には、マスクを常時着用するとともに、会話を控えるよう感染防止に心

がけてください。ただし、次の場合にはマスクを着用する必要はありません。 

 ア 十分な身体的距離が取れる場合 

 イ 気温・湿度や暑さ指数（ＷＢＧＴ）が高く、熱中症などの健康被害が発生するおそれ

がある場合。 

５ 学校外の行動については、不要不急の外出を避け、特に２０時以降の不要不急の外出は 

 控えてください。 

６ 教室等において生徒同士で昼食をとる場合、食事の前後の手洗いを徹底するとともに、 

飛沫を飛ばさないような席の配置や距離がとれなければ会話を控える、食事後の歓談時 

にはマスクを着用するなどの感染防止策をとってください。 

７ 授業や部活動及び学校行事における感染防止策については、担当教員の指示に従って

ください。 

８ 本校の販売所「八女農みらい館」は、次回１月１９日（火）まで開店し、緊急事態宣言

が解除されるまでは閉鎖いたします。 

９ 本校生徒、教職員に新型コロナウイルスの陽性が判明した場合は、保健所及び関係機関

と連携を取り対応するとともに、臨時休校等の措置をする場合には、本メール、HPでご

連絡します。 

 

 


